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御覧になられた方は、御家族や御友人等にもお伝えください。

本年５月、

の徴収ミスが発生したとの報道がありました。
現在、県内の市町が該当者に対し、保険料の還付及び追

加徴収手続を行っています。

ຬἪᾡὨᾷᾌ

○ 市町等の公的機関が、還付及び追加徴収手続きの
ために電話のみの対応で、
・ ＡＴＭの操作をお願いすること
・ 銀行口座番号などの個人情報を聞き出すこと

は絶対にありません。

○ 市町は、該当者に対し、
・ 文書の郵送
・ 担当者の訪問説明

により、還付及び追加徴収手続きを通知しています。
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